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令和8年度 第1回寒川町都市計画審議会

本報告の目的（都市計画変更に関する事項）について
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 緑地から公園への位置付け変更（都市計画変更）に向けた検討を進めていく
前段として、あらかじめ町民の方のご質問等を伺うため、「都市計画説明会
の開催」並びに「素案の閲覧の実施」を検討している。

※概要は令和7年度第1回寒川町都市計画審議会の「6.その他」で報告

 今回は「本内容で説明会の開催及び素案の閲覧の実施をする」という
任意の取組みに関する事前報告のため「書面」にて報告させていただき、
今後は「町の素案」及び「町民の方のご質問等」を含む内容について、
法定的な手続きに入る前に「対面」にてご質問等を伺いたい。



令和8年度 第1回寒川町都市計画審議会

 １ 検討概要について

 ２ 寒川町みどりの基本計画の一部改定について

 ３  茅ヶ崎都市計画緑地の変更等について

 ４  都市計画素案について

 ５  都市計画説明会等の開催について
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１ 検討概要について



令和8年度 第1回寒川町都市計画審議会

１ 検討概要について
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今回の検討概要

寒川町みどりの基本計画 都市計画緑地及び都市計画公園

・ 組織の見直しによる所管課変更

・ 新たな公園整備完了による文言削除

・ その他施策内容等（緑化基金等）の見直し

・ 都市計画緑地に関する方針の変更

・ 第5号相模川一之宮緑地の廃止

・ 3・3・12号相模川一之宮公園の追加
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２ 寒川町みどりの基本計画の一部改定について
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２ 寒川町みどりの基本計画の一部改定について
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変更内容① 「組織の見直しによる所管課変更」

５５施策のうち…
４０施策は都市みどり担当（現：都市整備課）が所管している

担当課の変更が必要！

※「都市計画課」から「都市整備課」へ変更
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２ 寒川町みどりの基本計画の一部改定について
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変更内容② 「新たな公園整備完了による文言削除」

文言の削除が必要！

※「田端西地区のまちづくりによる公園」を削除 ※田端西地区地区計画（計画書）より

山伏塚公園

神の倉公園

田端西地区土地区画整理事業の換地処分公告に伴い、
新たな公園が提供された
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２ 寒川町みどりの基本計画の一部改定について
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変更内容③ 「その他施策内容等の見直し」

計画策定当時から現在までの期間において、
変更している施策がある

施策の修正等が必要！

※「緑化基金」から「まちづくり基金」へ変更

令和5年10月31日に緑化基金を
廃止し、まちづくり基金に統合

現在は、まちづくり基金を活用し
て緑化を推進している
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２ 寒川町みどりの基本計画の一部改定について
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変更内容④ 「都市計画緑地に関する方針の変更」

配置等を再考する上での参考指針

 ・ 住民一人当たりの都市公園の敷地面積

 ・ 都市公園の配置及び規模

 ・ 上位計画及び関連計画との整合

などを考慮

第5号相模川一之宮緑地

現  状 ： 「都市緑地」として整備

方針案 ： 「近隣公園」として整備

第4号相模川田端緑地

現  状 ： 「都市緑地」として整備

方針案 ：  緑地として整備しない

（基幹公園）

（参考） 第4号相模川田端緑地の今後の方針案

・ 整備しない方針の位置付け （町みどりの基本計画の一部改定）

・ 緑地廃止に関する位置付け （町都市マスタープランの改定を検討）

・ 都市計画変更の手続き （都市計画緑地の廃止を検討）
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２ 寒川町みどりの基本計画の一部改定について
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このタイミングにおける一部改定理由

理由１ ： 未整備である緑地の整備方針を検討していた
・ 主な未整備の緑地① ： 第4号相模川田端緑地 未整備とし確保目標から除く
・ 主な未整備の緑地② ： 第5号相模川一之宮緑地  基幹公園に位置付けを変更

理由２ ： 公園として整備することが確定した
・ （仮称）相模川一之宮公園整備に関する基本計画で公園整備の方針を決定した
・ 令和8年4月20日に事業者と契約を締結し、公園整備が確定した

理由３ ： 概略設計が固まった
・ （仮称）寒川町ストリートスポーツパークの概略設計及び

（仮称）相模川一之宮公園の全体整備方針が事業者より示された
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今回の変更に関する整理

【将来目標値】 変更前 今回の変更 変更後

都市緑地 6箇所 2.25ha -2箇所 -1.77ha 4箇所 0.48ha

近隣公園
（基幹公園）

0箇所 0.00ha +1箇所 +2.5ha 1箇所 2.5ha

合計 6箇所 2.25ha -1箇所 +0.73ha 5箇所 2.98ha

変更前：都市緑地 約1.1ha

 変更後：近隣公園 約2.5ha

変更前：都市緑地 約0.67ha

 変更後：－

【将来目標値】 変更後

都市緑地 4箇所 0.48ha

近隣公園
（基幹公園）

1箇所 2.5ha

合計 5箇所 2.98ha

※総量としては0.73ha増加
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目標年次における目標水準

年次
令和2年
（2020年）

令和22年
（2040年）

都 市 計 画 区 域 人 口
1 人 当 た り の
目 標 水 準

都市公園 3.91㎡/人 5.04㎡/人
（4.89㎡/人）

都市公園等 11.80㎡/人 13.45㎡/人
（13.30㎡/人）

緑地の確保目標量
市街化区域面積に

対する割合
都市計画区域に

対する割合

令 和 2 年 度
現            在

おおむね48.6ha  6.7% おおむね379.1ha  28.2%

令 和 2 2 年 度
おおむね53.3ha  7.2%

（おおむね52.5ha  7.1%）

おおむね380.8ha  28.4%
（おおむね380.1ha  28.3%）

緑地の確保目標水準

都市公園等の施設として整備すべき緑地の目標水準

※（ ）内は令和3年4月時点の目標値

人口の値は
変更せずに計算

・ 将来市街地人口：41千人
・ 都市計画区域人口：45千人
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みどりの基本計画の一部改定に係る手続きの流れ

２ 寒川町みどりの基本計画の一部改定について

R8.9中旬

R8.7下旬～

※今後変更する可能性有

R8.8下旬

R8.8下旬R8.7中旬
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３ 茅ヶ崎都市計画緑地の変更等について



令和8年度 第1回寒川町都市計画審議会

３ 茅ヶ崎都市計画緑地の変更等について

P15

都市計画変更の概要

都市緑地として整備

 →近隣公園として整備

寒川町みどりの基本計画 茅ヶ崎都市計画緑地等

寒川町みどりの基本計画 茅ヶ崎都市計画緑地等

都市緑地として整備

 →整備しない方針

都市計画緑地

 →都市計画公園に変更

都市計画緑地

 →今後廃止を検討する

※上位計画（都市マス）改定後
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当初決定理由と変更案

３ 茅ヶ崎都市計画緑地の変更等について

年 月 日  ：  町都市計画審議会へ付議以降

種    別  ：  近隣公園

面    積  ：  約2.5ha

決 定 権  ：  寒川町

目   的  ： 
地方創生及びさがみグリーンライン利用者や町民の満足度向上に向けた取組み

として、広い世代の方々が集い、活気があふれる空間を目指し、「ストリートスポーツ
パーク」を含む「にぎわいの公園」に関する機能及び自然の景観を楽しむことや、園内
の休憩スペースなどで憩うことなどができる「交流・憩い関連施設」を含む「やすらぎの
公園」に関する機能が両立する公園として整備するため、第5号相模川一之宮緑地を
廃止し、3・3・12号相模川一之宮公園を追加する都市計画の変更を行うものです。

 → 当初決定した理由も含まれている。

年 月 日  ：  平成11年8月3日

種    別  ：  緑地

面    積  ：  約1.1ha

決 定 権  ：  寒川町

目   的  ： 
 本計画緑地は、寒川町の西部、相模川左岸に位置し、相模川の川面や自然環境、

富士山、大山、丹沢山塊等の良好な自然景観があり西への眺望が広がっている。
また、相模川沿いに広域的に整備される自転車専用道等の「さがみグリーンライン
計画」の拠点として位置付けされており、休息地や自然観察の場として供する計画で
ある。そこで、これらの良好な自然環境や自然景観と一体的に整備及び保全を
図るために本案のとおり追加するものである。

廃 止 追 加

第5号相模川一之宮緑地の廃止 3・3・12号相模川一之宮公園の追加

※現時点では仮称
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都市計画変更に係る手続きの流れ

３ 茅ヶ崎都市計画緑地の変更等について
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４ 都市計画素案について
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４ 都市計画素案について

計画図 （素案）

3・3・12号相模川一之宮公園の追加



令和8年度 第1回寒川町都市計画審議会 P20

４ 都市計画素案について

計画書 （素案）

第5号相模川一之宮緑地の廃止 3・3・12号相模川一之宮公園の追加
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５ 都市計画説明会等の開催について
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都市計画説明会の開催
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５ 都市計画説明会等の開催について

内容 日時等 開催場所

寒川町みどりの基本計画・
都市計画変更に係る

素案説明会

※両日とも同じ内容となります。

令和8年7月16日（木）
午後7時～

役場東分庁舎 2階
第1・第2会議室

令和8年7月18日（土）
午前10時～

役場東分庁舎 2階
第1・第2会議室

※町広報、HP、SNSプッシュ通知等でお知らせ予定

寒川町みどりの基本計画・都市計画変更に係る説明会
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